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１．目 的 

この選択約款は、負荷調整を推進しつつ城崎地区における製造供給設備の効率的利用を

図り、もって合理的・経済的なガスの需給の確立に資することを目的といたします。 

 

２．選択約款の届出および変更 

(１) この選択約款は、ガス事業法第 17 条第７項の規定にもとづき、近畿経済産業局長に

届け出たものです。 

(２) 当社は、この選択約款を変更し、近畿経済産業局長に届け出ることがあります。こ

の場合には、ガス料金（以下「料金」といいます。）その他の供給条件は、変更後の

選択約款によります。 

 

３．用語の定義 

(１)「付帯契約」とは、ガス需給契約に付帯して締結する契約をいいます。 

(２) 「主契約」とは、この選択約款にもとづく付帯契約の対象となるガス需給契約で４(１)

に定める選択約款にもとづく契約をいいます。 

(３)「高負荷率使用契約」とは、この選択約款にもとづきガス需給契約に関して締結する

付帯契約をいいます。 

(４)「実績年間負荷率」とは、次の算式により算定した割合をいい、パーセントで表示い

たします。（小数点以下切り捨て） 

                  

     実績年間負荷率 ＝                     × 100 
実績年間使用量 

                 
最大需要期の実績使用量の合計×３ 

(５)「消費税等相当額」とは、消費税法にもとづき消費税が課される金額に消費税法にも

とづく税率を乗じて得た金額、および地方税法にもとづき地方消費税が課せられる金

額に地方税法にもとづく税率を乗じて得た金額をいいます。この場合、その計算の結

果、１円未満の端数が生じた場合には、その端数を切り捨てます。 

(６)「消費税率」とは、消費税法の規定にもとづく税率に地方税法の規定にもとづく税率

を加えた値をいいます。なお、この選択約款においては５パーセントといたします。 

(７)「単位料金」とは、主契約における基準単位料金または調整単位料金をいいます。 

 

４．適用条件 

お客さまが、次のすべての条件を満たす場合には、当社に対してこの選択約款による契

約を申し込むことができます。 

(１) 主契約として業務用給湯パッケージ契約にもとづく契約を締結すること。 

(２) 原則として本契約締結前 12 か月間の主契約における実績年間負荷率が 80 パーセン

ト以上であること。 

(３) 主契約で定める契約年間負荷率が 80 パーセント以上であること。 
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５．契約の締結 

(１)  この選択約款に関する契約は、お客さまと当社が協議の上、所定の契約書で締結し

た時に成立いたします。 

(２)  契約期間は１年間といたします。ただし、契約期間満了時において当社とお客さま

のいずれからも何ら意思表示がない場合には、契約はさらに同年数延長するものとし、

以後これにならうものといたします。お客さまが次の契約期間における契約内容の変

更を希望される場合には、原則として契約期間満了の２か月前までに当社に対してそ

の旨を申し出なければならないものといたします。 

(３) 高負荷率使用契約の締結は主契約と同時に締結するものといたします。 

(４) 当社は、お客さまがこの選択約款または当社との他の契約（すでに消滅しているも

のを含みます。）の料金を、それぞれの契約に定める支払期限日を経過しても支払わ

れていない場合は、この選択約款への申し込みを承諾できないことがあります。 

 

６．料 金 

各月の主契約の料金は主契約で算定される単位料金から別表の「高負荷率使用契約割引

単価」を差し引いたものを主契約の単位料金として算定いたします。 

 

７．契約の変更または解約 

(１) お客さまがこの選択約款を契約期間満了前に解約を希望される場合は、あらかじめ

その解約日を定めて、当社に連絡していただきます。なお、この場合、お客さまが当

社に通知された解約日に解約されます。 

(２) 主契約が解約された場合は、高負荷率使用契約も同時に解約されます。この場合、

主契約の解約日を高負荷率使用契約の解約日といたします。 

(３) 高負荷率使用契約期間中に主契約の契約条件が変更される場合は、契約期間中であ

っても、双方協議して高負荷率使用契約を解約することができるものといたします。 

(４) ２（２）によりこの選択約款が変更された場合は、契約期間中であっても、双方協

議してこの契約を変更または解約できるものといたします。 

(５) 当社に契約違反があった場合、またはお客さまに契約違反があった場合（４の適用

条件を満たさなかった場合を含みます。)には契約期間中であっても、契約を解除でき

るものといたします。 

 

８．精算額 

(１) 適用条件未達精算額 

当社は、お客さまの契約期間における使用実績が４（３）の条件を満たさなかった場

合は、当社がやむをえないと判断した場合を除き、契約期間中の高負荷率使用契約割引

額の金額を適用条件未達精算額として、原則として契約満了の日が属する月の翌月に申

し受けます。なお、精算額計算の結果、１円未満の端数が生じた場合には、その端数を
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切り捨てます。 

(２) 契約中途解約精算額 

契約期間中において７（５）でお客さまの契約違反で契約を解約した場合、以下の算

式によって算定される金額を契約中途解約精算額としてお支払いいただきます。ただし、

解約と同時に新たに高負荷率使用契約を締結する場合、または当社がやむをえないと判

断した場合はこの限りではありません。 

 
契約中途解約
精算額 

＝ ×
高負荷率 
使用契約 
割引単価 

解約日の直前の検針日まで
の高負荷率使用契約期間中
の主契約の実績使用量 

 

 

 

９．その他 

その他の事項については、一般ガス供給約款（城崎地区）を適用いたします。 

 

付   則 

本選択約款の実施期日 

本選択約款は、平成23年9月1日から実施いたします。 
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（別 表） 

 

 

高負荷率使用 

契約割引単価 

 

使用量１立方メートルにつき 

    

２．１０円

（消費税等相当額を含みます。）
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